
高梁市老朽危険建物除却促進事業 手続きのながれ 

 

老朽危険建物認定申請 ※ 申請者から市（環境課）へ提出 

     ↓  

老朽危険建物認定通知 ※ 市（環境課）から申請者へ通知 

     ↓  

補助金交付申請 ※ 申請者から市（環境課）へ提出 

     ↓  

補助金交付決定通知 ※ 市（環境課）から申請者へ通知 

     ↓  

工事請負契約締結   

     ↓  

除却工事完了   

     ↓  

請負代金支払い   

     ↓  

事業実績報告 ※ 申請者から市（環境課）へ提出 

     ↓  

補助金交付確定通知 ※ 市（環境課）から申請者へ通知 

     ↓  

補助金支払い請求 
※ 申請者から市へ所定の請求書を提出 

（口座の通帳の写しを添付すること） 

     ↓  

補助金の支払い ※ 市から指定の口座へ支払い 

 


